


函館市物価高騰等緊急支援対策

「令和４年第２回市議会定例会追加補正」

■対 策 総 額 41億3,268万円

➢国 支 出 金 8億6,400万円

➢地方創生臨時交付金 19億7,969万円

➢財政調整基金繰入金 12億8,899万円

函館市物価高騰等緊急支援対策 令和4年第2回定例会 追加補正

ｰ１ｰ

2 子育て世帯への特別給付金の支給 4億4,300万円

8 宿泊料金等助成「はこだて割」の実施 6億7,000万円

4 子育て世帯への物価高騰等緊急給付金の支給 5億5,000万円

コロナ禍における物価高騰等に直面する子育て世帯に対し

児童１人あたり 2万円の支給 対象者 約22,000人

児童扶養手当を受給するひとり親世帯 および 住民税非課税の子育て世帯に対し

児童１人あたり 5万円の支給 対象者 約7,700人

1 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給 4億2,100万円

世帯全員の住民税均等割が令和４(2022)年度から新たに非課税となった世帯などに対し

１世帯あたり 10万円の支給 対象世帯 約3,400世帯

3 住民税非課税世帯等への物価高騰等緊急給付金の支給 12億6,020万円

コロナ禍における物価高騰等に直面する住民税非課税世帯などに対し

１世帯あたり 2万円の支給 対象世帯 約56,600世帯

5 市内大学生等への生活支援 5,700万円

6 学校等給食食材の価格高騰に対する支援 5,422万円

保護者負担を増やすことなく学校給食を提供するため，給食食材購入費を助成

7 事業者への物価高騰等緊急支援金の給付 6億7,726万円

コロナ禍や物価高騰等の影響を受けている市内事業者を支援 １事業者あたり 5万円

実施期間：令和４(2022)年11月１日 ～ 令和５(2023)年１月31日（予定）［１０万人泊相当］

▸ 宿 泊 商 品 … 1人1泊あたり宿泊料金の1/2相当額（上限額10,000円 3連泊まで）

▸ 交通費含むパッケージ商品 … 1人1泊あたり定額5,000円（3連泊まで）

市内大学等が実施する学生への生活支援事業に対する助成



１ 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給

（１）趣旨・目的

新型コロナウイルス感染症の影響長期化や，原油価格・物価高騰などに直面する方々の生活を支援する
取組として，令和4年度から新たに住民税非課税となった世帯に対して臨時特別給付金を支給する。
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（２）事業内容

（３）所 要 額 4億4,300万円（事務費含む）

▶ 対 象 者 ： 令和4(2022)年6月1日に本市に住民登録があり，次のいずれかに該当する世帯

① 世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
（生活保護世帯を含む）

② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し，①の世帯と同
様の事情にあると認められる世帯

※すでに本給付金の給付を受けた世帯を除く

▶ 支 給 額 ：１世帯あたり １０万円

▶ 申 請 受 付 ： ① 申請不要（令和4(2022)年7月下旬以降確認書送付予定）
② 順次申請受付

▶ 支 給 時 期 ： ① 8月以降支給予定
② 申請受付後，順次支給予定

【約3,400世帯】

▶ 対 象 者 ： 令和4(2022)年3月31日に本市に住民登録があり，平成16(2004)年4月2日
(一定の障がいのある児童は平成14(2002)年4月2日)から令和5(2023)年2月
28日までに出生した児童を養育する者であって，次のいずれかに該当するもの

① 令和4年4月分の児童扶養手当受給者

② 児童手当を受給する住民税非課税の子育て世帯

③ 高校生のみを養育する住民税非課税世帯

④ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,①～③の世帯と
同様の事情にあると認められる世帯

▶ 支 給 額 ：児童１人あたり ５万円

▶ 申 請 受 付 ： ①,② 申請不要（令和4(2022)年6月中旬以降事前通知書送付予定）
③,④ 令和4(2022)年6月下旬以降受付予定

▶ 支 給 時 期 ： ①,② 6月下旬以降支給予定
③,④ 申請受付後，順次支給予定

（３）所 要 額 4億2,100万円（事務費含む）

【約7,700人】

２ 子育て世帯への特別給付金の支給

（１）趣旨・目的

新型コロナウイルス感染症の影響長期化や，原油価格・物価高騰などに直面する方々の生活を支援する
取組として，低所得の子育て世帯に対して特別給付金を支給する。

（２）事業内容



３ 住民税非課税世帯等への物価高騰等緊急給付金の支給

（１）趣旨・目的

新型コロナウイルス感染症の影響長期化や，原油価格・物価高騰などに直面する方々の生活を支援す
る取組として，国の制度の対象とならない住民税非課税世帯などに対して緊急給付金を支給する。
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（２）事業内容

（３）所 要 額 5億5,000万円（事務費含む）

▶ 対 象 者 ： 令和4(2022)年6月1日に本市に住民登録があり，世帯全員の令和4年度

の住民税均等割が非課税である世帯（生活保護世帯を含む）

※令和4年度に国制度の給付金(1世帯あたり10万円)の支給を受けた

一部世帯を除く

▶ 支 給 額 ：１世帯あたり ２万円

▶ 申 請 受 付 ： 令和4(2022)年８月中を予定

▶ 支 給 時 期 ： 申請受付後，順次支給予定

【約56,600世帯】

▶ 対 象 者 ： 令和4(2022)年3月31日に本市に住民登録があり，18歳未満の児童（平

成16 (2004)年4月2日から令和5(2023)年2月28日までに出生したも

の）を養育する者

※令和4年度に国制度の給付金(児童1人あたり5万円)の支給を受けた

者を除く

▶ 支 給 額 ：児童１人あたり ２万円

▶ 申 請 受 付 ： 令和4(2022)年８月中を予定

▶ 支 給 時 期 ： 申請受付後，順次支給予定

（３）所 要 額 12億6,020万円（事務費含む）

【約22,000人】

４ 子育て世帯への物価高騰等緊急給付金の支給

（１）趣旨・目的

新型コロナウイルス感染症の影響長期化や，原油価格・物価高騰などに直面する方々の生活を支援す
る取組として，国の制度の対象とならない子育て世帯に対して緊急給付金を支給する。

（２）事業内容



５ 市内大学生等への生活支援

（１）趣旨・目的

新型コロナウイルス感染症の影響長期化や，原油価格・物価高騰などにより厳しい状況に置かれている
学生を支援するため，市内大学等が実施する学生への生活支援事業に要する費用を助成する。
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（２）事業内容

（３）所 要 額 5,422万円

【約56,600世帯】

（３）所 要 額 5,700万円

【約7,700人】

６ 学校等給食食材の価格高騰に対する支援

（１）趣旨・目的

新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響で，価格上昇している学校給食の食材購入費を助成し，
保護者負担を増やすことなく栄養バランスの良い学校給食を提供する。

（２）事業内容

▶ 補助対象者 ： 本市に所在する大学院，大学，短期大学，高等専門学校，

専修学校[専門課程]

▶ 対 象 経 費 ： 食材の提供，日用品の配布など学生に対する支援事業に要する経費

▶ 補 助 金 額 ： １校あたり上限額 10,000円×学生数（学生数合計 約5,700人）

▶ 事 業 期 間 ： 令和4(2022)年7月下旬から12月までを予定

▶ 補助対象者 ： 市立の幼稚園，小・中学校，義務教育学校

▶ 対 象 経 費 ： 副食食材購入費

▶ 補 助 金 額 ： １食あたり単価増加額 × 児童生徒および園児数 × 給食回数

▶ 実 施 時 期 ： 2学期給食分から実施



７ 事業者への物価高騰等緊急支援金の給付

（１）趣旨・目的

新型コロナウイルス感染症の影響長期化や，原油価格・物価高騰などの影響を受けている事業者

に対し，物価高騰等による影響を緩和するため，緊急支援金を給付する。
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（３）所 要 額 6億7,726万円（事務費含む）

（２）事業内容

(イ) 支 援 金 額

１事業者あたり ５万円

(ウ) 申 請 期 間

令和4(2022)年7月1日(金) ～ 10月31日(月)

(ア) 対象事業者

市内の全事業者 約12,000事業者
※ただし，政治・経済・文化団体，宗教団体などは除く

・建設業，製造業，運輸業，卸売業，小売業，金融・保険業，不動産業，
宿泊業，飲食サービス業，サービス業，医療，福祉，介護事業 など 【約9,550事業者】

・漁業，農業，林業 【約2,450事業者】



８ 宿泊料金等助成「はこだて割」の実施

（１）趣旨・目的

長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光需要の早期回復を図るため，宿泊料金

等助成「はこだて割」を実施する。
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（４）所 要 額 6億7,000万円（事務費含む）

販売促進キャンペーン

公式Webサイトの改修，Web・SNS・新聞・駅サイネージ等での広告

宿 泊 料 金 等 助 成

▶ 宿 泊 商 品（対象販売価格 3,000円以上）

※住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業者(民泊)含む

１人１泊あたり宿泊料金の1/2相当額 [上限10,000円 3連泊まで]

▶ 交通費含むパッケージ商品（対象販売価格 10,000円以上）

１人１泊あたり定額 5,000円 [3連泊まで]

※ 函館市内で宿泊する各商品の合計10万人泊相当
※ 全ての地域からの宿泊者を対象
※ GoToトラベル等との併用可

（２）事業内容

（３）スケジュール（予定）

▶ 予約・販売開始 ： 令和4(2022)年 9月中旬

▶ 助成対象期間： 令和4(2022)年 11月1日(火) ～ 令和5(2023)年1月31日(火)


